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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】外観が優れ、ディスプレイ面の仰角の調整と、
水平方向の向きの調整と、ディスプレイ面の傾きの調整
を容易に行うことができ、十分な回転範囲を有するディ
スプレイ取付装置を提供する。
【解決手段】ディスプレイ取付装置は、上方又は下方の
支持面に一端が立設された支柱の他端に、水平面内回転
自在に保持された連結板に嵌合し略水平に保持された第
１軸５３と、第１軸５３に嵌合し第２軸５４を回転可能
に支持する支持部材５６と、第２軸５４に嵌合し支持部
材５６と重なりあう角度調節板５７と、第２軸５４に嵌
合するディスプレイ取付部材３６と、を備える。角度調
節板５７に設けられた角度調節長孔に角度調節ネジ５８
を挿入し、支持部材５６に設けられた角度調節ネジ孔に
角度調節ネジ５８を螺止して角度調節板５７と支持部材
５６とを回転角度可変に固定する。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上方又は下方の支持面に固定された固定部と、前記固定部に一方の端部が突設された前
記支柱と、前記支柱の他方の端部に当接された機器取付部と、前記機器取付部に水平面内
回転自在に保持された連結板と、前記連結板とディスプレイを保持するディスプレイ取付
部材と、を回転可能に連結する回転装置と、を備えるディスプレイ取付装置であって、
　前記回転装置は、
　前記連結板に挿入され、回転が阻止されて略水平に保持された第１軸と、
　前記第１軸に設けられ、回転が阻止された支持部材と、
　前記支持部材に回転自在に保持された第２軸と、
　前記第２軸に、前記支持部材と重なり合い且つ回転が阻止されて設けられた角度調節板
と、
　前記第２軸に、回転が阻止されて設けられディスプレイ取付部材と連結する取付部材と
、を備え、
　前記角度調節板に設けられた角度調節長孔に角度調節ネジを挿入し、前記支持部材に設
けられた角度調節ネジ孔に前記角度調節ネジを螺止して前記角度調節板と前記支持部材と
を相互間の回転角度可変に固定したことを特徴とするディスプレイ取付装置。
【請求項２】
　前記角度調節板に設けられた前記角度調節長孔の、前記第２軸保持に関して対称の位置
に回転止長孔を設け、前記支持部材に設けられた前記角度調節ネジ孔の、第２軸保持位置
に関して対称の位置に、柱状で上部にネジ山を設けた回転止部材を突設し、前記回転止長
孔に前記回転止部材を挿入し、
　前記角度調節ネジが離脱した場合にも前記角度調節板と前記支持部材との回転を所定の
範囲内に制限すると共に、前記角度調節ネジ孔に前記角度調節ネジを螺止した後に、前記
回転止部材に角度固定ナットを螺入し、前記角度調節板と前記支持部材との固定を強化す
ることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項３】
　前記第１軸と前記第２軸とは、更に、軸方向に摺動可能な形状に形成され、前記第１軸
と前記支持部材、前記第２軸と前記角度調節板、及び前記第２軸と前記取付部材の組み合
わせの内の１以上の組み合わせにおいて、前記第１軸又は／及び前記第２軸を軸方向に摺
動させて抜き取り、挿入角度を変えて再挿入し、前記第１軸に対する支持部材の取付角度
（＝第２軸の位置）、前記第２軸に対する前記角度調節板の取付角度、及び前記第２軸に
対する前記取付部材の取付角度の内の１以上の角度を変更することによって、前記ディス
プレイ取付部材の取付角度が可変であることを特徴とする請求項１又は２に記載のディス
プレイ取付装置。
【請求項４】
　前記第１軸と前記第２軸とは、断面が円形の棒材の表面に８個の断面四角形の突起が相
互に等間隔且つ軸と平行に設けられていることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項
に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項５】
　前記機器取付部は、
　更に、前記支柱の他方の端部において、前記支柱の他方の端部と底面とが同一平面をな
すように固定され、内側にナットが溶接され、底面に取付ボルトが貫通する孔を有する有
底中空四角柱の支柱取付部材に固定され、、
　前記支柱と同一方向に設けられた前記取付ボルトと、前記固定板側に向けて窪んだ球状
の窪みと前記球状の窪みの中央に貫通孔とを有する回動受け台と、前記回動受け台の球状
の窪みに嵌合する半球状突起と周縁に設けられた円形鍔と中央に設けられた回動孔とを有
する回動板と、前記半球状突起に嵌合する球面を有し中心に取付孔と内部に付勢部材収容
孔とを備えた回動板押え部材と、前記回動板押え部材を前記回動受け台方向に付勢する付
勢バネと、前記取付ボルトの締め付けを規制するスタットと、ワッシャーと、を含んで構
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成され、
　前記取付ボルトを、前記回動受け台の前記貫通孔、前記回動板の前記回動孔、前記回動
板押え部材の前記取付孔、前記付勢バネ、前記スタット、及びワッシャーを貫通させて前
記ナットに螺止し、
　前記連結板を前記回動板の円形鍔に螺止して水平面内回転自在に保持することを特徴と
する請求項１乃至４の何れか１項に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項６】
　前記回動板の半球状突起に形成した前記回動孔を、前記ディスプレイ面と平行な長孔に
形成し、前記取付ボルトが前記回動孔内をディスプレイ面と平行な面内で摺動回転可能な
ように形成することを特徴とする請求項５に記載のディスプレイ取付装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ディスプレイの取付装置に係り、より詳しくは、テレビやパソコンなどのデ
ィスプレイを床や台などの下方の支持面、又は天井などの上方の支持面に垂設された柱状
の装置に回転可能に取り付けて提示するディスプレイ取付装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のテレビやパソコンなどのディスプレイは奥行きが深くまた重量があったので机や
台の上に載置されていた。しかし、薄型で軽い液晶ディスプレイの普及に伴い、ディスプ
レイを床や台から立設した柱状の装置や、或いは天井から吊り下げた柱状の装置に、回転
自在に取り付けて提示する装置の開発が行われている（例えば特許文献１を参照）。
　因みに、ディスプレイ取付装置を、下方から立設する構造と、上方から吊り下げる構造
と、は上下が逆転するだけで大部分が同一の構造である。
【０００３】
　図７（Ａ）は従来のディスプレイ吊り下げ装置の側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）のｄ－
ｄ断面図である。
　従来のディスプレイ吊り下げ装置は、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、支柱２０３を
天井２０１に固定する固定体２０２と、固定体２０２に着脱及び伸縮自在に垂設された支
柱２０３と、支柱２０３の下端部に装着されたクランプ体２０４と、クランプ体２０４に
固定された固定板２０９と、固定板２０９と角度変更可能に装着されディスプレイ支持板
２１２と、で構成される。
【０００４】
　クランプ体２０４は支柱２０３に貫通され、上から順に、略水平に設置された中空の四
角柱の形状である枠体２０５と、支柱２０３の両側に垂直に設けられて枠体２０５と係止
具２０７とを繋ぐ一対の高さ調整ネジ２０６と、クランプ体２０４を支柱２０３の末端に
水平面内回転可能に係止する係止具２０７と、を有する。
【０００５】
　枠体２０５は、更に１以上の固定ボルト２０８によって支柱２０３に付勢固定される。
　枠体２０５の一端を垂直に設置された固定板２０９に当接して固定し、枠体２０５を囲
み、枠体２０５の各面と平行な面で形成された外枠体２１０を固定板２０９に立設する。
【０００６】
　固定板２０９と対向するように支持板２１２を設け、外枠体２１０の両側の側面２１１
、２１１の外面と夫々と重なり合うように、２枚の回転板２１３、２１３を支持板２１２
に立設する。角度調整ネジ２１６を、回転板２１３に設けられた角度調整孔２１４を貫通
して、側面２１１に設けられた角度調整ネジ孔２１５(図示しない)に挿入して螺止し、側
面２１１と回転板２１３とを貫通して設けた支点２１７を回転中心として、回転板２１３
を側面２１１に回転可能に係着する。支持板２１２にディスプレイを装着する。
　図７（Ａ）に固定板２０９と支持板２１２が平行である待機位置を実線で示し、支持板
２１２が下向きに、固定板２０９に対して所定の角度を持って固定された使用状態を仮想
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線で示す。
【０００７】
　このように配備することによって、従来のディスプレイは、支柱２０３の長さを調節し
てディスプレイ高さ位置を調節し、支柱２０３を軸として水平面内で回転し、角度調整ネ
ジ２１６によって支持板２１２の仰角角度を調整し、左右の高さ調整ネジ２０６を調整す
ることによってディスプレイの左右高さを調節できるように設けられている。
【０００８】
　しかし、これらの高さ位置の調節、水平面内の回転、俯角角度の調整或いはディスプレ
イの左右高さの調整を行うには、その都度固定ボルト２０８、角度調節ネジ２１６あるい
は高さ調整ネジ２０６を緩めて行い、位置決めの後に再固定するというわずらわしさと、
装置を落下させてしまう危険性と、があった。
　また、変更できる角度は設置された角度調整孔２１４に依存し、任意の角度に変更する
ことは出来ない。更に、この装置は、これらの調整部が露出しており、設置場所の美観を
損ねるという問題があった。
【０００９】
　天井取付け後に左右及び上下方向の傾きが任意に調整可能で、取付部の外観が優れた機
器吊下げ装置が開示されている（例えば特許文献２を参照）。
　しかし、この装置は、ディスプレイを取り付ける器具が装着されておらず、また、回転
装置と機器取付板とが直接固定されているために、機器取付板の上下方向の角度の調整可
能範囲が狭いので、例えディスプレイを取り付ける器具を装着したとしても、ディスプレ
イ吊り下げ装置としては回転可能な範囲が狭くて不十分なものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－５３２１１号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１４８９０８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１１】
　本考案は、外観が優れ、ディスプレイ面の上下方向の向きの調整と、水平方向の向きの
調整と、ディスプレイ面の傾きの調整とを容易に行うことができ、十分な回転範囲を有す
るディスプレイ取付装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するための本考案のディスプレイ取付装置は、上方又は下方の支持面に
固定された固定部と、固定部に一方の端部が突設された支柱と、支柱の他方の端部に当接
された機器取付部と、機器取付部に水平面内回転自在に保持された連結板と、連結板とデ
ィスプレイを保持するディスプレイ取付部材とを回転可能に連結する回転装置と、を備え
るディスプレイ取付装置であって、
　回転装置は、連結板に挿入され、回転が阻止されて略水平に保持された第１軸と、第１
軸に設けられ、回転が阻止された支持部材と、支持部材に回転自在に保持された第２軸と
、第２軸に、支持部材と重なり合い且つ回転が阻止されて設けられた角度調節板と、第２
軸に、回転が阻止されて設けられディスプレイ取付部材と連結する取付部材と、を備え、
　角度調節板に設けられた角度調節長孔に角度調節ネジを挿入し、支持部材に設けられた
角度調節ネジ孔に角度調節ネジを螺止して角度調節板と支持部材とを相互間の回転角度可
変に固定したことを特徴とする。
【００１３】
　また本考案は、角度調節板に設けられた角度調節長孔の、第２軸保持に関して対称の位
置に回転止長孔を設け、支持部材に設けられた角度調節ネジ孔の、第２軸保持位置に関し
て対称の位置に、柱状で上部にネジ山を設けた回転止部材を突設し、回転止長孔に回転止
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部材を挿入し、角度調節ネジが離脱した場合にも角度調節板と支持部材との回転を所定の
範囲内に制限すると共に、角度調節ネジ孔に角度調節ネジを螺止した後に、回転止部材に
角度固定ナットを螺入し、角度調節板と支持部材との固定を更に強化することが好ましい
。
【００１４】
　また本考案は、第１軸と第２軸とは、軸方向に摺動可能な形状に形成され、第１軸と支
持部材、第２軸と角度調節板、及び第２軸と取付部材の組み合わせの内の１以上の組み合
わせにおいて、第１軸又は／及び第２軸を軸方向に摺動させて抜き取り、挿入角度を変え
て再挿入し、第１軸に対する支持部材の取付角度（＝第２軸の位置）、第２軸に対する角
度調節板の取付角度、及び第２軸に対する取付部材の取付角度の内の１以上の角度を変更
することによって、ディスプレイ取付部材の取付角度が可変であることが好ましい。
【００１５】
　更に本考案は、第１軸と第２軸とは、断面円形の棒材の表面に８個の断面四角形の突起
が相互に等間隔且つ軸と平行に設けられていることが好ましい。
【００１６】
　また本考案は、機器取付部は、支柱の他方の端部において、支柱の他方の端部と底面と
が同一平面をなすように固定され、内側にナットが溶接され、底面に取付ボルトが貫通す
る孔を有する有底中空四角柱の支柱取付部材に固定され、
　支柱と同一方向に設けられた取付ボルトと、固定板側に向けて窪んだ球状の窪みと球状
の窪みの中央に貫通孔とを有する回動受け台と、回動受け台の球状の窪みに嵌合する半球
状突起と周縁に設けられた円形鍔と中央に設けられた回動孔とを有する回動板と、半球状
突起に嵌合する球面を有し中心に取付孔と内部に付勢部材収容孔とを備えた回動板押え部
材と、回動板押え部材を回動受け台方向に付勢する付勢バネと、取付ボルトの締め付けを
規制するスタットと、ワッシャーと、を含んで構成され、
　取付ボルトを、回動受け台の貫通孔、回動板の回動孔、回動板押え部材の取付孔、付勢
バネ、スタット、及びワッシャーを貫通させてナットに螺止し、連結板を回動板の円形鍔
に螺止して水平面内回転自在に保持することが好ましい。
【００１７】
　また本考案は、回動板の半球状突起に形成した回動孔を、ディスプレイ面と平行な長孔
に形成し、取付ボルトが回動孔内をディスプレイ面と平行な面内で摺動回転可能なように
形成することが好ましい。
【考案の効果】
【００１８】
　本考案のディスプレイ取付装置は、付勢バネの付勢圧力を超える力で回動受け台の球状
の窪みと回動板の半球状突起の接触面とを水平に摺動回転させることにより、取り付けた
ディスプレイ面の水平方向の向きを３６０度回転させることができる。また、所望の角度
を回転をさせた後は、付勢バネの付勢圧力によりその向きを保持させることができる。
【００１９】
　また、本考案のディスプレイ取付装置は、角度調節板に回転止長孔を設け、支持部材に
回転止部材を突設し、回転止長孔に回転止部材を挿入する構造とし、角度調節板と支持部
材との回転を所定の範囲内に制限したので、ディスプレイ面の角度変更時の操作性が良く
なると共に、回転止部材に角度固定ナットを螺入し、角度調節板と支持部材との固定を強
化したので、ディスプレイ面をより強固に固定することができる。
【００２０】
　また、本考案のディスプレイ取付装置は、角度調節ネジを操作して支持部材と角度調節
板との固定角度を変更することによって、取り付けたディスプレイ面の上下方向の向きを
変更することができる。
【００２１】
　また、本考案のディスプレイ取付装置の第１軸と第２軸とは、回転は阻止するが長手方
向に摺動可能な形状であるので、第１軸から連結板又は／及び支持部材を、或いは第２軸
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から角度調節板又は／及び取付部材を、軸方向に引き抜き、角度を変えて再挿入すること
によって、第１軸に対する支持部材の取付角度（＝第２軸の位置）と、第２軸に対する角
度調節板と取付部材との取付角度と、の内の何れかを変更し、これによってディスプレイ
面の上下方向の向きを変更することができる。
【００２２】
　本考案のディスプレイ取付装置は、機器取付部による水平方向のディスプレイ面の向き
の変更と、角度調節ネジを操作することによる上下方向の向きの変更と、第１軸又は／及
び第２軸を軸方向に引き抜いて脱着し角度を変えて再挿入する操作による上下方向の向き
の変更と、を組み合わせることによってディスプレイが支柱又は床又は台若しくは天井と
交錯する部分を除き、ディスプレイ面の上下方向及び水平方向の全ての方向に容易に変更
するように配備することができる。
【００２３】
　更に本考案のディスプレイ取付装置は、回動板に設けられた回動孔をディスプレイ面と
平行な長孔に形成し、取付ボルトが回動孔内をディスプレイ面と平行な面内で移動可能な
ように配備したので、ディスプレイ面の水平線調整（ホリゾンタル調整）を容易に行うこ
とができる。
【００２４】
　また、本考案のディスプレイ取付装置は、固定板部と回動板の上面とを化粧板で覆った
ので外観が優れている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本考案のディスプレイ取付装置の外観を示す斜視図である。
【図２】本考案のディスプレイ取付装置を示す背面図である。
【図３】図２のａ－ａ断面図である。
【図４】（Ａ）は図３のｂ－ｂ断面を示す模式図であり、（Ｂ）は回転装置の主要部品図
である。
【図５】本考案の支持部材と角度調節板の固定方法を示す図であり、（Ａ）は平面図であ
り、（Ｂ）は支持部材と角度調節板とを重ねたときの（Ａ）のｃ－ｃ断面図であり、（Ｃ
）は支持部材と角度調節板とを接着したときの（Ａ）のｃ－ｃ断面図である。
【図６】本考案のディスプレイ取付装置の第１軸と第２軸との連結様式の例を示す図であ
る。
【図７】（Ａ）は従来のディスプレイの吊り下げ装置の側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）の
ｃ－ｃ断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、本考案のディスプレイ取付装置を詳細に説明する。この記載は本考案を説明す
るためのものであって、この記載によって本考案の技術範囲を限定するものではない。本
考案は、本考案の技術的範囲から逸脱しない範囲内で、多様に変更して実施することが可
能である。
【００２７】
　本考案のディスプレイ取付装置は、上方又は下方の支持面に固定された固定部（ア）と
、固定部に立設された支柱（イ）と、支柱に当接して設けられた機器取付部（ウ）と、機
器取付部に水平面内回転自在に保持された連結板（エ）と、連結板とディスプレイ取付部
材（カ）と、を回転可能に連結する回転装置（オ）と、を含んで構成される。
　本考案に係るディスプレイ取付装置の回転装置（オ）は、
　１）連結板に挿入され、回転が阻止されて略水平に保持された第１軸と、
　２）第１軸に設けられ、回転が阻止された支持部材と、
　３）支持部材に回転自在に保持された第２軸と、
　４）第２軸に、支持部材と重なり合い且つ回転が阻止されて設けられた角度調節板と、
　５）第２軸に、回転が阻止されて設けられた取付部材と、
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　６）取付部材に連結しディスプレイを取り付けるディスプレイ取付部材と、を備えるこ
とが好ましい。
【００２８】
　本考案のディスプレイ取付装置は、角度調節板に設けられた角度調節長孔に角度調節ネ
ジを挿入し、支持部材に設けられた角度調節ネジ孔に角度調節ネジを螺止して角度調節板
と支持部材とを相互間の回転角度可変に固定し、これによってディスプレイ面の上下方向
の向きを変えることができる。支持部材に角度調節長孔を設け、角度調節板に角度調節ネ
ジ孔を設けることもできる。
【００２９】
　本考案のディスプレイ取付装置は、
　１）角度調節板に設けられた角度調節長孔の、第２軸保持に関して対称の位置に回転止
長孔を設け、
　２）支持部材に設けられた角度調節ネジ孔の、第２軸保持位置に関して対称の位置に、
柱状で上部にネジ山を設けた回転止部材を突設し、
３）回転止長孔に回転止部材を挿入することによって、
　角度調節ネジを離脱した場合に角度調節板と支持部材との回転を所定の範囲内に限定し
、ディスプレイ面の角度を変更する際に、ディスプレイ面が大きく傾くのを阻止して操作
性を向上させると共に、角度調節ネジ孔に角度調節ネジを螺止しした後に、回転止部材に
角度固定ナットを螺入し、角度調節板と支持部材との固定を強化することが好ましい
【００３０】
　本考案のディスプレイ取付装置は、更に、第１軸と第２軸とは軸方向に摺動可能な形状
に形成され、第１軸と支持部材、第２軸と角度調節板、及び第２軸と取付部材の組み合わ
せの内の１以上の組み合わせにおいて、第１軸又第２軸を軸方向に摺動させて抜き取り、
挿入角度を変えて再挿入し、第１軸と第２軸と支持部材と、の取付角度を変更することに
よって、ディスプレイ取付部材（カ）の取付角度が可変である。
　より好ましくは、第１軸と第２軸とは、断面円形の棒材の表面に８個の断面四角形の突
起が相互に等間隔且つ軸と平行に設けられる。
【００３１】
　本考案の機器取付部（ウ）は、更に、支柱の他方の端部と底面とが同一平面をなすよう
に固定され、内側にナットが溶接され、底面に取付ボルトが貫通する孔を有する有底中空
四角柱の支柱取付部材に固定され、支柱の他方の端部に当接して設けられることが好まし
い。
【００３２】
　本考案の機器取付部（ウ）は、
　支柱と同一方向に設けられた取付ボルトと、
　固定板側に向けて窪んだ球状の窪みと、球状の窪みの中央に貫通孔を有する回動受け台
と、
　回動受け台の球状の窪みに嵌合する半球状突起と、周縁に設けられた円形鍔と中央に設
けられた回動孔と、を有する回動板と、
　半球状突起に嵌合する球面を有し、中心に取付孔と、内部に付勢部材収容孔と、を備え
た回動板押え部材と、
　回動板押え部材を回動受け台方向に付勢する付勢バネと、
　取付ボルトの締め付けを規制するスタットと、ワッシャーと、を含んで構成される。
　機器取付部（ウ）は、取付ボルトを、回動受け台の貫通孔、回動板の回動孔、回動板押
え部材の取付孔、付勢バネ、スタット、及びワッシャーを貫通させてナットに螺止し、更
に、連結板を回動板の円形鍔に螺止して、連結板を水平面内回転自在に保持する。
　本考案の第機器取付部（ウ）は、更に、回動板の半球状突起の中心を貫通する取付ボル
ト回動孔をディスプレイ面と平行な長孔に形成し、回動板がディスプレイ面と平行な面内
で摺動回転可能に形成することが好ましい。
【００３３】
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　以下、図面を参照して本考案のディスプレイ取付装置の実施の形態を詳細に説明する。
　ディスプレイ取付装置を床などの下方の支持面に立設する構造と、天井などの上方の支
持面から吊り下げる構造とは、固定部、支柱、機器取付部は上下が逆転するだけで同一の
構造を有し、回転装置は同一の構造を有するので、本明細書では、上方の支持面から吊り
下げる装置の図を代表として示す。
【００３４】
　図１は、本考案のディスプレイ取付装置の外観を示す斜視図であり、図２は本考案のデ
ィスプレイ取付装置の背面図である。
【００３５】
　図２に示すように、本考案のディスプレイ取付装置は、支持面（Ｆ）に固定された固定
板部１と、一方の端部３ｆで固定板部１に固定されて立設された支柱３と、支柱３の他方
の端部３ｇに固定された機器取付部１０と、機器取付部１０と連結板５１とによって連結
されディスプレイの上下方向の角度を変更する回転装置５０と、回転装置５０と連結しデ
ィスプレイ６０を保持するディスプレイ取付部材３６と、を主として備える。固定板部１
は、化粧カバー２で覆うことが好ましい。
【００３６】
（固定部・支柱部）
　図３は図２のａ－ａ断面図である。図３に示すように、支柱３は、断面が略楕円形状で
、内面に相互に平行な２個の内壁３ａ、３ａを有することができる。一方の楕円頂部は楕
円カバー３ｂを有し、他方の楕円頂部には平板カバー３ｃを有することが好ましい。
【００３７】
　支柱３の内部は、楕円カバー３ｂ側のディスプレイの配線を貫通させる配線空間３ｄと
、２個の内壁３ａ、３ａに挟まれた内部空間３ｅと、を有することができる。支柱３は、
必要な寸法にその都度切断して使用することができる。
【００３８】
　図４（Ａ）は、図３のｂ－ｂ断面を示す模式図であり、（Ｂ）は回転装置の主要部品の
図である。
　固定板部１は、上方又は下方の支持面（Ｆ）に固定される固定板１ａと、固定板１ａと
連結して形成された支柱取付部材１ｂとを含んで構成される。支柱取付部材１ｂを、支柱
の内部空間３ｅの形状に嵌合する形状に形成し、支柱の一方の端部３ｆから内部空間３ｅ
に挿入して取付ネジ４で螺止して支柱３を固定板１ａに固定することが好ましい。
【００３９】
　有底中空四角柱である取付部材５を、支柱３の他方の端部３ｇから内部空間３ｅに挿入
し、取付部材５の底面が支柱３の他方の端部３ｇの端面と同一面になるように配備して取
付部材５を内壁３ａに取付ネジ４で螺止することが好ましい。取付部材５の内側にナット
１６ａを溶接し、底面に取付ボルト１６が貫通する孔を形成することが好ましい。
【００４０】
（機器取付部）
　機器取付部１０を、支柱３の他方の端部３ｇに当設して取付ける。
　機器取付部１０は、
　支柱３と同一方向に設けられた取付ボルト１６と、
　固定板部１に向けた球状の窪み６ｂを有し、取付ボルト１６が貫通する貫通孔６ａを有
する回動受け台６と、
　回動受け台６の球状の窪み６ｂに嵌合する半球状突起１２ａ、周縁に設けられた円形鍔
１２ｂ、及び取付ボルト１６が貫通する回動孔１２ｃを備える回動板１２と、
　上端に半球状突起１２ａに嵌合する球面を有し、中心軸に沿って取付ボルト１６が貫通
する取付孔１３ａと付勢部材収容孔１３ｂとを備えた回動板押え部材１３と、
　回動板押え部材１３を回動受け台６方向に付勢する付勢バネ１５と、
　取付ボルト１６の締め付けを規制するスタット１４及びワッシャー１７を含んで構成さ
れる。



(9) JP 3153866 U 2009.9.24

10

20

30

40

50

【００４１】
　取付ボルト１６を、回動受け台６の貫通孔６ａ、回動板１２の回動孔１２ｃ、回動板押
え部材１３の取付孔１３ａ、付勢バネ１５の中空部、スタット１４、及びワッシャー１７
を貫通させてナット１６ａに螺止することが好ましい。
　連結板５１に、半球状突起１２ａが挿入される取付孔５１ａを設け、連結板５１に半球
状突起１２ａに挿入された状態で、連結板５１を回動板１２に設けられた円形鍔１２ｂに
ネジ１２ｅによって螺止することが好ましい。
【００４２】
　ワッシャー１７は、金属ワッシャー１７ａとウレタン製の緩衝ワッシャー１７ｂとを重
ねて用いることが好ましい。スタット１４は取付ボルト１６の締め付けを規制し付勢バネ
１５の付勢圧力を一定以下とするためのものである。
【００４３】
　取付ボルト１６の先端近傍に抜止めピン１６ｂ用の孔を穿孔することが好ましく、これ
によって取付ボルト１６を緩めた際に機器取付部１０が落下する危険を防止できる。
【００４４】
　この構成により、回転装置５０を介してディスプレイ６０と連結する連結板５１と連結
した回動板１２は、付勢バネ１５の付勢圧力により回動板押え部材１３が回動受け台６に
圧着され、取付けけたディスプレイ６０の重量のみでは動かないが、付勢バネ１５の付勢
圧力を超える力で回動受け台６の球状の窪み６ｂと回動板１２の半球状突起１２ａとの接
触面を水平に摺動回転させることにより、取り付けられたディスプレイ面の向きを水平方
向に任意の角度回転させることができ、所望の角度の回転をさせた後は付勢バネ１５の付
勢圧力によりその向きを保持させることができる。
【００４５】
　回動板１２に設けられた回動孔１２ｃをディスプレイ面と平行な長孔に形成し、取付ボ
ルト１６が回動孔１２ｃ内をディスプレイ面と平行な面内で摺動回転可能に形成すること
が好ましい。
【００４６】
　この構成により、付勢バネ１５の付勢圧力を超える力で、回動受け台６の球状の窪み６
ｂと回動板１２の半球状突起１２ａとの接触面を、取付ボルト１６が回動孔１２ｃに沿っ
て摺動する方向に摺動回転させることにより、取り付けられたディスプレイ面の水平線の
調節（ホリゾンタル調整）を行うことができ、所望の回転をさせた後は付勢バネ１５の付
勢圧力によりその角度を保持させることができる。
【００４７】
　ディスプレイ面の水平線の調節が可能な角度の範囲は、回動板１２に設けられた回動孔
１２ｃの長径の長さによって決めることができ、特に制限されないが、例えば、取付ボル
ト１６が回動孔１２ｃの中央にある状態を０度とした場合に－１５度から＋１５度の範囲
とすることができる。ディスプレイ面の水平線の調節がホリゾンタル調整のみを目的とす
る場合は－５度から＋５度の範囲とすることが好ましい。
【００４８】
（回転装置）
　回転装置５０は、連結板５１、第１軸５３、第２軸５４、滑り止めリング５２、支持部
材５６、角度調節板５７、角度調節ネジ５８、及び取付部材５９を有することができる。
【００４９】
　第１軸５３及び第２軸５４は、軸と平行方向には摺動可能であるが軸周りの回転が阻止
された形状に形成されることが好ましい。回転を阻止するための形状は何れでもよいが、
好ましい例として、断面が円形の棒材の表面に、軸と平行に形成された三角形または四角
形の溝又は突起物を有する形状を挙げることができる。最も好ましい形状として、断面円
形の棒材に四角形の連続突起が軸と平行に形成された形状を挙げることができる。
【００５０】
　第１軸５３及び／又は第２軸５４に設ける突起の数は特に制限されないが、好ましくは
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１～２０の範囲であり、最も好ましい実例として８個の突起を有するものを挙げることが
できる。第１軸５３と第２軸５４とは同じ形状であっても異なった形状であってもよい。
【００５１】
　連結板５１、滑り止めリング５２、支持部材５６、角度調節板５７、及び取付部材５９
の夫々に、第１軸５３及び第２軸５４と嵌合して回転が阻止された水平孔５１ｂ、滑り止
めリング孔５２ｂ、支持孔５６ａ、角度調節板孔５７ａ、及び取付部材孔５９ａを設ける
ことが好ましい。
連結板５１は、一側は取付孔５１ａを有して円形鍔１２ｂに略水平に固定され、対向する
他側に沿って第１軸と嵌合する水平な水平孔５１ｂが形成される。第１軸は水平孔５１ｂ
に挿入され、回転しないように連結板５１に保持される。
【００５２】
　第１軸５３は、両方の末端が水平孔５１ｂの外側に出るように形成され、第１軸５３の
両方の末端部に、第１軸５３と嵌合する支持孔５６ａを有する一対の支持部材５６が相互
に同じ角度で嵌着される。
【００５３】
支持部材５６は大略『Ｙ』字型の部材であって、支持孔５６ａは『Ｙ』字の基部に当たる
部分に形成され、他端に、外部に開放され第２軸５４を回転自在に保持する支持溝５６ｂ
と、角度調節ネジ孔５６ｃと、が形成される。支持溝５６ｂの開放方向は、第１軸５３又
は支持部材５６を回転させても（後述）第２軸５４が離脱しないような形状に配備するこ
とが好ましい。
【００５４】
　一対で設けられた支持部材５６の間隔より長く形成された第２軸５４を、支持部材５６
の支持溝５６ｂに回転自在に挿入する。
　第２軸５４に、支持部材５６の外側に重なり合うように、第２軸５４と嵌合する角度調
節板孔５７ａを備える一対の角度調節板５７を相互に同じ角度で設け、支持部材５６の内
側に第２軸５４と嵌合する滑り止めリング孔５２ａを備える一対の滑り止めリング５２を
設け、末端部に第２軸５４と嵌合する取付部材孔５９ａを有する一対の取付部材５９を相
互に同じ角度で設ける。
　角度調節板５７には、角度調節板孔５７ａと、角度調節板孔５７ａを中心とした円弧の
を長軸とする角度調節長孔５７ｂを設ける。
【００５５】
　図５は、本考案の支持部材と角度調節板の固定方法を示す図であり、（Ａ）は平面図で
あり、（Ｂ）は支持部材と角度調節板とを重ねたときのｃ－ｃ断面図であり、（Ｃ）は支
持部材と角度調節板とを接着したときのｃ－ｃ断面図である。
　角度調節ネジ５８を、角度調節板５７に設けられた角度調節長孔５７ｂに挿入し、支持
部材に設けられた角度調節ネジ孔５６ｃに螺止することによって、角度調節板５７と支持
部材５６とを相互間の回転角度可変に固定することができる。
【００５６】
　更に、角度調節板５７に設けられた角度調節長孔５７ｂと、第２軸に関して対称に回転
止長孔５７ｃを設け、支持部材５６に設けられた角度調節ネジ孔５６ｃの、第２軸保持位
置に関して対称の位置に、柱状で上部にネジ山を設けた回転止部材５６ｄを突設し、回転
止長孔５７ｃに回転止部材５６ｄを挿入することによって、角度調節ネジ５８を離脱した
場合に角度調節板５７と支持部材５６との回転を所定の範囲内に限定し、ディスプレイ６
０の角度を変更する際に、ディスプレイ面が大きく傾くのを阻止してディスプレイ面の角
度を変更する際の操作性を向上させると共に、角度調節ネジ孔５６ｃに角度調節ネジ５８
を螺止しした後に、回転止部材５６ｄに角度固定ナット５７ｄを螺入し、角度調節板５７
と支持部材５６との固定を強化することができる。
【００５７】
　取付部材５９とディスプレイ取付部材３６との取付け方法は、特に限定されないが、好
ましい実例として、図４に示すように、咬合溝５９ｂが設けられた取付部材５９の咬合溝
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５９ｂに、ディスプレイ取付部材３６に設けられた咬合爪５５を咬合させて保持する方法
を挙げることができる。ディスプレイ６０の背面をディスプレイ取付部材３６取り付ける
。
【００５８】
この構成によって、連結板５１とディスプレイ取付部材３６とは、第１軸５３、支持部材
５６と角度調節板５７とのリンク、第２軸５４、取付部材５９を介して、角度可変且つ角
度を固定して連結することができる。
　支持部材５６と角度調節板５７との相互間の回転角度の変更範囲は、角度調節板５７に
設けられた角度調節長孔５７ｂの長径の長さによって決めることができ、特に制限されな
いが、好ましくは１２０度以下である。
【００５９】
　支持部材５６と角度調節板５７とによる回転角度調節のために角度調節ネジ５８を緩め
ると、ディスプレイが大きく揺れることがあるので、操作性の観点からは支持部材５６と
角度調節板５７とによる回転角度調節範囲が小さいことが好ましい。この観点からは、支
持部材５６と角度調節板５７との回転角度の変更範囲は９０度以下であり、最も好ましい
実例として３０度を挙げることができる。
【００６０】
　本考案に係る第１軸と第２軸とは、回転を阻止するが長手方向に摺動可能である形状に
設けられているので、第１軸５３から連結板５１又は／及び支持部材５６、或いは第２軸
から角度調節板５７又は／及び取付部材５９を軸方向に引き抜いて脱着し、角度を変えて
再挿入することによって、第１軸５３に対する第２軸５４の位置と、第２軸に対する支持
部材５６のリンク角度と、第２軸に対する角度調節板５７のリンク角度と、の内の１以上
を変えることができる。これによって、ディスプレイ面の上下の向きの角度の変更範囲を
一定間隔で変更することができる。
【００６１】
　例えば、第１軸５３と第２軸５４との好ましい形状として、断面円形の棒材の表面に、
８個の断面四角形の突起が相互に等間隔且つ軸と平行に設けられている場合は、４５度ず
つの間隔で第１軸５３に対する第２軸５４の位置と回転角、及び第２軸に対する５４角度
調節板５７と取付部材５９との角度を変更し、ディスプレイ面の上下方向の向きを変更す
ることができる。
【００６２】
　図６は、本考案のディスプレイ取付装置の第１軸と第２軸との連結様式の例を示す図で
ある。
　図６（Ａ）は連結板５１の面に対して第１軸と第２軸を結ぶ線が９０度をなす場合の組
み合わせ例であり、（Ｂ）は１３５度をなす場合の組み合わせ例であり、（Ｃ）は１８０
度をなす場合の組み合わせ例である。第１軸と第２軸を結ぶ線が２２５度、２７０度とな
る組み合わせも可能である。
【００６３】
　ディスプレイ６０に設けられた取付ネジ孔配置は、異なるメーカー或いは同じメーカー
でもディスプレイ６０の種類により異なる場合がある。本考案のディスプレイ取付部材３
６とディスプレイのネジ孔位置が異なる場合は、ディスプレイのネジ孔配置に合わせたデ
ィスプレイ取付部材３６（図示せず）を制作し、ディスプレイを取り付けることが望まし
い。
【００６４】
（回転動作の機構）
　ディスプレイ６０の方向を調節する場合は、付勢バネ１５の付勢圧力を超える力で、回
動受け台６の球状の窪み６ｂと回動板１２の半球状突起１２ａの接触面を摺動させること
により、回動板１２を貫通する取付ボルト１６を中心にしてディスプレイ取付部材３６を
水平方向に３６０度回転させることができる。また、所望の回転をさせた後は、その位置
で付勢バネ１５の付勢圧力により位置を保持させることができる。
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【００６５】
　角度調節ネジ５８を操作することによって、支持部材５６と角度調節板５７との連結角
度を変更して、ディスプレイ６０の上下方向の向きを調節することが可能である。
　また第１軸５３から連結板５１又は／及び支持部材５６、或いは第２軸から角度調節板
５７又は／及び取付部材５９を軸方向に引き抜いて脱着し、角度を変えて再挿入すること
によって、ディスプレイ面の上下方向の向きを変更することができる。
【００６６】
　第１軸５３と第２軸５４と抜き取り・再挿入によって４５度ずつの間隔でディスプレイ
面の上下方向の向きを変更することができるように配備した場合、支持部材５６と角度調
節板５７とによる上下方向の回転角度の変更範囲を４５度よりわずかに大きい値、例えば
５０度に調節することが好ましい。これによって、ディスプレイと、支柱又は床又は台若
しくは天井と、が交錯する部分を除き、ディスプレイ面の向きをを、全ての方向に容易に
変更することができる。
【００６７】
　また、好ましくは、前記の場合に、支持部材５６と角度調節板５７とによる上下方向の
回転角度の変更範囲を例えば３０度よりわずかに大きい値、例えば３５度にすることがで
きる。これによって支持部材５６と角度調節板５７とのリンクを解除した際に起こる可能
性のあるディスプレイの揺れを小さくすることができる。この場合、上下方向の角度にお
いてディスプレイ面が向くことができない部分が生じるが、これは実質的には大きな支障
にはならない。
【００６８】
　第１軸と第２軸との連結様式と支持部材５６と角度調節板５７とによる上下方向の回転
角度の変更範囲の組み合わせは、所望によって任意に変更することができる。
【００６９】
　更に回動板１２に設けられた回動孔１２ｃをディスプレイ面と平行な長孔に形成し、回
動板１２がディスプレイ面と平行な面内で摺動回転可能なように形成することによってデ
ィスプレイ面の水平線調整（ホリゾンタル調整）を行うことができる。
【００７０】
　このように配備することによって、角度調節ネジ５８を操作する仰角の調節と水平回転
とを合わせれば、ディスプレイ面を、ディスプレイが支柱又は床又は台若しくは天井と交
錯する部分を除く全方位に提示することが可能であった。また、本実施例のディスプレイ
取付装置は外観が美しく、ディスプレイ面の角度を変更する操作も容易であった。
【符号の説明】
【００７１】
　　　１　　　　固定板部
　　　１ａ　　　固定板
　　　１ｂ　　　支柱取付部材
　　　２　　　　化粧カバー
　　　３　　　　支柱
　　　３ａ　　　内壁
　　　３ｂ　　　楕円カバー
　　　３ｃ　　　平板カバー
　　　３ｄ　　　配線空間
　　　３ｅ　　　内部空間
　　　３ｆ　　　一方の端部
　　　３ｇ　　　他方の端部
　　　４　　　　取付ネジ
　　　５　　　　取付部材
　　　６　　　　回動受け台
　　　６ａ　　　貫通孔
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　　　６ｂ　　　球状の窪み
　　１０　　　　機器取付部
　　１２　　　　回動板
　　１２ａ　　　半球状突起
　　１２ｂ　　　円形鍔
　　１２ｃ　　　回動孔
　　１２ｄ　　　球状化粧カバー
　　１２ｅ　　　ネジ
　　１３　　　　回動板押え部材
　　１３ａ　　　取付孔
　　１３ｂ　　　付勢部材収容孔
　　１４　　　　スタット
　　１５　　　　付勢バネ
　　１６　　　　取付ボルト
　　１６ａ　　　ナット
　　１６ｂ　　　抜止めピン
　　１７　　　　ワッシャー
　　１７ａ　　　金属ワッシャー
　　１７ｂ　　　緩衝ワッシャー
　　３６　　　　ディスプレイ取付部材
　　５０　　　　回転装置
　　５１　　　　連結板
　　５１ａ　　　取付孔
　　５１ｂ　　　水平孔
　　５２　　　　滑り止めリング
　　５２ａ　　　滑り止めリング孔
　　５３　　　　第１軸
　　５４　　　　第２軸
　　５５　　　　咬合爪
　　５６　　　　支持部材
　　５６ａ　　　支持孔
　　５６ｂ　　　支持溝
　　５６ｃ　　　角度調節ネジ孔
　　５６ｄ　　　回転止部材
　　５７　　　　角度調節板
　　５７ａ　　　角度調節板孔
　　５７ｂ　　　角度調節長孔
　　５７ｃ　　　回転止長孔
　　５７ｄ　　　角度固定ナット
　　５８　　　　角度調節ネジ
　　５９　　　　取付部材
　　５９ａ　　　取付部材孔
　　５９ｂ　　　咬合溝
　　６０　　　　ディスプレイ
　　　Ｆ　　　　支持面
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【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月21日(2009.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上方又は下方の支持面に固定された固定部と、前記固定部に一方の端部が突設された支
柱と、前記支柱の他方の端部に当接された機器取付部と、前記機器取付部に水平面内回転
自在に保持された連結板と、前記連結板とディスプレイを保持するディスプレイ取付部材
と、を回転可能に連結する回転装置と、を備えるディスプレイ取付装置であって、
　前記回転装置は、
　前記連結板に挿入され、回転が阻止されて略水平に保持された第１軸と、
　前記第１軸に設けられ、回転が阻止された支持部材と、
　前記支持部材に回転自在に保持された第２軸と、
　前記第２軸に、前記支持部材と重なり合い且つ回転が阻止されて設けられた角度調節板
と、
　前記第２軸に、回転が阻止されて設けられディスプレイ取付部材と連結する取付部材と
、を備え、
　前記角度調節板に設けられた角度調節長孔に角度調節ネジを挿入し、前記支持部材に設
けられた角度調節ネジ孔に前記角度調節ネジを螺止して前記角度調節板と前記支持部材と
を相互間の回転角度可変に固定したことを特徴とするディスプレイ取付装置。
【請求項２】
　前記角度調節板に設けられた前記角度調節長孔の、前記第２軸保持に関して対称の位置
に回転止長孔を設け、前記支持部材に設けられた前記角度調節ネジ孔の、第２軸保持位置
に関して対称の位置に、柱状で上部にネジ山を設けた回転止部材を突設し、前記回転止長
孔に前記回転止部材を挿入し、
　前記角度調節ネジが離脱した場合にも前記角度調節板と前記支持部材との回転を所定の
範囲内に制限すると共に、前記角度調節ネジ孔に前記角度調節ネジを螺止した後に、前記
回転止部材に角度固定ナットを螺入し、前記角度調節板と前記支持部材との固定を強化す
ることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項３】
　前記第１軸と前記第２軸とは、更に、軸方向に摺動可能な形状に形成され、前記第１軸
と前記支持部材、前記第２軸と前記角度調節板、及び前記第２軸と前記取付部材の組み合
わせの内の１以上の組み合わせにおいて、前記第１軸又は／及び前記第２軸を軸方向に摺
動させて抜き取り、挿入角度を変えて再挿入し、前記第１軸に対する支持部材の取付角度
、前記第２軸に対する前記角度調節板の取付角度、及び前記第２軸に対する前記取付部材
の取付角度の内の１以上の角度を変更することによって、前記ディスプレイ取付部材の取
付角度が可変であることを特徴とする請求項１又は２に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項４】
　前記第１軸と前記第２軸とは、断面が円形の棒材の表面に８個の断面四角形の突起が相
互に等間隔且つ軸と平行に設けられていることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項
に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項５】
　前記機器取付部は、
　更に、前記支柱の他方の端部において、前記支柱の他方の端部と底面とが同一平面をな
すように固定され、内側にナットが溶接され、底面に取付ボルトが貫通する孔を有する有
底中空四角柱の支柱取付部材に固定され、、
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　前記支柱と同一方向に設けられた前記取付ボルトと、前記固定板側に向けて窪んだ球状
の窪みと前記球状の窪みの中央に貫通孔とを有する回動受け台と、前記回動受け台の球状
の窪みに嵌合する半球状突起と周縁に設けられた円形鍔と中央に設けられた回動孔とを有
する回動板と、前記半球状突起に嵌合する球面を有し中心に取付孔と内部に付勢部材収容
孔とを備えた回動板押え部材と、前記回動板押え部材を前記回動受け台方向に付勢する付
勢バネと、前記取付ボルトの締め付けを規制するスタットと、ワッシャーと、を含んで構
成され、
　前記取付ボルトを、前記回動受け台の前記貫通孔、前記回動板の前記回動孔、前記回動
板押え部材の前記取付孔、前記付勢バネ、前記スタット、及びワッシャーを貫通させて前
記ナットに螺止し、
　前記連結板を前記回動板の円形鍔に螺止して水平面内回転自在に保持することを特徴と
する請求項１乃至４の何れか１項に記載のディスプレイ取付装置。
【請求項６】
　前記回動板の半球状突起に形成した前記回動孔を、前記ディスプレイのディスプレイ面
と平行な長孔に形成し、前記取付ボルトが前記回動孔内を前記ディスプレイ面と平行な面
内で摺動回転可能なように形成することを特徴とする請求項５に記載のディスプレイ取付
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また本考案は、第１軸と第２軸とは、軸方向に摺動可能な形状に形成され、第１軸と支
持部材、第２軸と角度調節板、及び第２軸と取付部材の組み合わせの内の１以上の組み合
わせにおいて、第１軸又は／及び第２軸を軸方向に摺動させて抜き取り、挿入角度を変え
て再挿入し、第１軸に対する支持部材の取付角度、第２軸に対する角度調節板の取付角度
、及び第２軸に対する取付部材の取付角度の内の１以上の角度を変更することによって、
ディスプレイ取付部材の取付角度が可変であることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また本考案は、回動板の半球状突起に形成した回動孔を、ディスプレイのディスプレイ
面と平行な長孔に形成し、取付ボルトが回動孔内をディスプレイ面と平行な面内で摺動回
転可能なように形成することが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本考案のディスプレイ取付装置の第１軸と第２軸とは、回転は阻止するが長手方
向に摺動可能な形状であるので、第１軸から連結板又は／及び支持部材を、或いは第２軸
から角度調節板又は／及び取付部材を、軸方向に引き抜き、角度を変えて再挿入すること
によって、第１軸に対する支持部材の取付角度と、第２軸に対する角度調節板と取付部材
との取付角度と、の内の何れかを変更し、これによってディスプレイ面の上下方向の向き
を変更することができる。
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